
 

船舶インシデント調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年８月１９日 ０９時３５分ごろ 

発生場所 宮城県石巻市網地
あ じ

島南方沖  

 濤波岐
ど み き

埼灯台から真方位１９２°５.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°０９.２′ 東経１４１°２８.５′） 

インシデントの概要  プレジャーボートEIKO
エ イ コ

-
－

MARU
マ ル

は、航行中、主機の運転ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３０年８月２１日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート EIKO-MARU、５トン未満(長さ７.６１ｍ) 

２１０－４７４２７宮城、有限会社キムラ建業 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

インシデントの経過等 本船は、船長が１人で乗り組み、知人２人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、釣りの目的で、宮城県七ヶ浜町東宮ふ頭桟橋北方の船

だまりを出発し、宮城県名取市閖上
ゆりあげ

東方沖を経て網地島南方沖の釣り

場に向かった。 

船長は、網地島南方沖５Ｍ付近で本船の燃料（軽油）が少なくなっ

たことに気付き、平成３０年８月１９日０９時３０分ごろ、積んであ

った２０ℓ入りポリ容器４缶の燃料を同乗者と共に補給した。 

本船は、燃料補給後、約３ノットの対地速力で北北東進中、スロッ

トルレバーで速力を上げようとしても回転数が上がらず、０９時３５

分ごろ主機が停止した。 

船長は、主機が停止した理由を調査したが分からず、電話で修理業

者の指示を受けながら燃料こし器を点検したところ、同こし器のドレ

ン抜きから水分が混入して白濁した燃料が出ていることを確認し、燃

料に水分が混入して主機が停止したことが分かった。 

船長は、燃料から水分を取り除こうとしたができず、海上保安庁に

本インシデントの発生を通報し、救助を要請した。 

本船は、来援した巡視船にえい
．．

航され、宮城県仙台塩釜港塩釜区入

口で友人の船にえい
．．

航を引き継がれ、貞山
ていざん

堀上流にある修理業者前の

岸壁に着岸した。  

船長は、数か月前に搭載したポリ容器の４缶のうち１缶に水を入れ



 

ていたことを失念しており、燃料こし器のドレン抜きから水が出てき

たとき、ポリ容器１缶に水を入れて保管していたことを思い出した。 

本船は、修理業者により主機の修理作業が行われ、正常に運転され

ることが確認された。 

分析  本船は、網地島南方沖において、船長が、漂泊して燃料を補給した

際、ポリ容器の４缶のうち１缶に水を入れていたことを失念し、燃料

タンクに同容器の水を補給したことから、燃料に水分が混入し、航行

中に主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考えられ

る。 

原因  本インシデントは、本船が、網地島南方沖において、船長が、漂泊

して燃料を補給した際、ポリ容器の４缶のうち１缶に水を入れていた

ことを失念し、燃料タンクに同容器の水を補給したため、燃料に水分

が混入し、航行中に主機の運転ができなくなったことにより発生した

ものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・燃料を補給する際は、保管容器の中身を確認すること。 

 ・ポリ容器には、中身を表示しておくことが望ましい。 

 


